
庁  議  案  件  Ｎ ｏ．１ 

平成２４年 ６月２６日  

所管 子ども青少年局・子ども青少年育成部  

  

件  名 堺市配偶者暴力相談支援センターの開設について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

■ 経過及び現状 

○ 背景 

平成 13年 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下、

「ＤＶ防止法（※）」）が制定され、都道府県にその適切な施設にお

いて配偶者暴力相談支援センター（以下「センター」）機能を果た

すことが義務規定となる。 

平成 16年 市町村の役割を重視し、市町村はその適切な施設においてセンター

の機能を果たすようにすることができるという法改正が行われた。

【任意規定】 

平成 19年 市町村は、センターの機能を果たすように努めるものとするという

法改正が行われた。【努力義務規定】 

  ※ＤＶ防止法：配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制

を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的と

して制定された法律。 

 

○ 他の政令市における設置状況 

札幌、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、北九州、福岡の 10市が

設置済（7月から新潟市が設置予定） 

 

○ 本市のこれまでの取り組み（平成 8～23年度） 

平成 8年度 中核市移行時に、各支所（現 区役所）及び福祉事務所に女性相談

員を各 1名配置。ＤＶ相談を含めたあらゆる女性相談を実施し、必

要に応じて、関係機関と連携し、被害者支援に取り組む。 

平成14年度 女性相談員は、大阪府女性相談員として委嘱を受け、大阪府配偶者

暴力相談支援センター員として、保護命令制度における書面提出等

の業務を行う。 

平成17年度 美原町合併時に女性相談員 1名配置 

平成21年度 堺区に女性相談員 1名増員 

平成22年度 南区に女性相談員 1名増員（平成 24年度センターに 1名異動） 

民間法人による夜間・休日ＤＶ電話相談を実施（相談受付時間：月

～金 17時 30分～翌日 9時 土・日・祝日 24時間） 
 
○ 本市女性相談窓口へのＤＶ相談件数（7区合計） 
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対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

 

■ 今後の取り組み 

本市独自に「配偶者暴力相談支援センター」を設置し、センターの専門職員によ

り各区女性相談員への助言、指導を行うことで支援の質的向上を図るとともに、直

接、裁判所等関係機関と連携できるなど、よりきめ細やかで迅速な被害者支援を行

うことにより、ＤＶ被害者の安心した生活に寄与するため、具体的には下記の業務

を行う。 

 

○ センターの業務内容   

(1) 専門相談員による電話相談や適切な相談支援機関の紹介 

(2) 被害者の自立生活促進のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整 

(3) 一時保護施設等の利用についての情報提供、助言、関係機関との調整 

(4) 加害者を被害者から法的に遠ざける「保護命令制度」についての情報提供、

助言、関係機関との調整 

 

■ 配偶者暴力相談支援センターの概要  

１開設日      平成 24年 7月 1日 

２相談受付日    月曜日～金曜日 ただし、祝休日、年末年始（12 月 29 日

～1月 3日）は休み 

３相談受付時間   午前 9時から午後 5時 30分まで 

４相談専用電話番号 072－228－3943 
 

※上記時間外は、夜間・休日ＤＶ電話相談を実施（民間委託） 

電話番号     072－280－2526 

相談受付日時   月曜日～金曜日 午後 5時 30分から翌日午前 9時まで 

土日祝日 24時間 
 

※各区で、引き続きＤＶ相談を含めたあらゆる女性相談を実施 

電話番号 堺区 228－7023 中区 270－0550 東区 287－8112 西区 275－1912 

南区 290－1744 北区 258－6621 美原区 363－9316 

相談受付日時   月曜日～金曜日（祝休日、年末年始を除く）  

午前 9時から午後 5時 30分まで 

効果の想定 
独自に関係機関との連携を行うことで、迅速かつ適切な加害者からの保護、並び

にＤＶ被害者の自立に向けた支援を行うことができるようになる。 

関係局との 

政 策 連 携 
市民人権局、健康福祉局、各区役所 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 7 月から 

堺市配偶者暴力相談支援センターを開設します 

本市では、ＤＶ（配偶者からの暴力）の防止や被害者の相談、支援を進めていく

ため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）に基

づき「堺市配偶者暴力相談支援センター」を開設します。 
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堺市配偶者暴力相談支援センター ＤＶ専門電話相談 

電話番号 ０７２－２２８－３９４３ 

 

各区役所女性相談窓口 ＤＶ相談を含むあらゆる女性相談は、各区役所で引き続きお受けいたします。 

電話番号 堺区  ２２８－７０２３ 中区  ２７０－０５５０  東区  ２８７－８１１２  

      西区  ２７５－１９１２ 南区  ２９０－１７４４  北区  ２５８－６６２１ 

      美原区 ３６３－９３１６ 

利用時間は、ともに、月曜日～金曜日（祝休日、年末年始を除く）９時～１７時 30 分 

 

※上記時間外は、夜間・休日ＤＶ電話相談を実施しています。（民間法人に委託） 

電話番号 ０７２－２８０－２５２６ 

利用時間 月～金 17 時 30分～翌日 9時、土日祝日 24時間 

 

 

 

・専門相談員による電話相談や適切な相談支援機関の紹介 

・被害者の自立生活促進のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整 

・一時保護施設等の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整 

・加害者を被害者から法的に遠ざける「保護命令制度」の利用についての情報提供、助 

言、関係機関との連絡調整 

 

 

 

ＤＶ相談 

配偶者暴力相談支援センターの業務 


